
【監査委員による審査意見】 
 「和歌山県監査委員監査基準」に準拠し、地方自治法第 150 条第５項の規定によ

り、同条第４項に規定する報告書の審査を行ったので、次のとおり意見を付する。 
 
                                            令和６年９月２日 
 
                                          和歌山県監査委員 森田 康友 
                                           和歌山県監査委員  河野 ゆう 
                                           和歌山県監査委員  玄素 彰人 
                                           和歌山県監査委員  山家 敏宏 
 
１ 審査の対象 
 「令和５年度和歌山県内部統制評価報告書」 
 
２ 審査の着眼点 

監査委員による令和５年度和歌山県内部統制評価報告書の審査は、和歌山県

知事が作成した内部統制評価報告書について、和歌山県知事による評価が評価

手続に沿って適切に実施されたか、内部統制の不備について重大な不備に当た

るかどうかの判断が適切に行われているかといった観点から検討を行い審査す

るものである。 
 
３ 審査の実施内容 

令和５年度和歌山県内部統制評価報告書について、和歌山県知事及び内部統

制評価部局から報告を受け、「和歌山県監査委員監査基準」に準拠し、「地方公

共団体における内部統制制度の導入・実施ガイドライン」（平成 31 年３月総務

省）の「Ⅴ 監査委員による内部統制評価報告書の審査」に基づき、必要に応じ

て関係部局に説明を求めた上で、審査を行った。また、その他の監査等において

得られた知見を利用した。 
 
４ 審査の結果 

令和５年度和歌山県内部統制評価報告書について、上記のとおり審査した限

りにおいて、評価手続及び評価結果に係る記載は相当である。 
 
５ 備考 

運用上の重大な不備については、以下２件の事例があった。 
① 和歌山県道長井古座線「八郎山トンネル」において、覆工コンクリート 

に空洞が存在し厚さが不足している施工不良が判明した事例 
② 初回新規登録が令和元年９月 30 日までの電気自動車及びロータリーエ 

ンジン搭載車の自動車税種別割について、平成 31 年度の税制改正に伴う和 
歌山県税条例の規定に改正漏れがあり、令和元年度から令和５年度におい 
て条例に根拠規定がないまま過大に課税していた事例 


